
 

匝 都 第 １ ４ １ 号 

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日  

 

 匝瑳市都市計画審議会会長  様 

 

匝瑳市長 宮内 康幸       

 

 

   匝瑳市都市計画マスタープランの変更について（諮問） 

 このことについて、匝瑳市都市計画マスタープラン（都市計画法第１８条の２

に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針）の変更に当たり、同マスタ

ープランの案について、貴審議会に諮問します。 

 


